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船舶事故調査報告書 

 

                              平成２３年１２月２２日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                           委   員  庄 司 邦 昭 

                           委   員  石 川 敏 行 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２３年６月１０日 ０７時３５分ごろ 

発生場所 香川県直島
なおしま

町 局
つぼね

島北岸沖 

岡山県玉野市所在の讃岐
さぬき

寺島
てらしま

灯台から真方位０６８°１,９５０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°２９.３′ 東経１３３°５９.６′） 

事故調査の経過  平成２３年７月８日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 液体貨物ばら積船 第五金勢
きんせい

丸、１３６トン 

１２９０９２、有限会社詫間海運 

３８.５７ｍ×７.２０ｍ×３.００ｍ、鋼 

ディーゼル機関、２７２kＷ、昭和６２年４月６日 

Ｂ 漁船 織田
お だ

丸、１.４トン 

ＫＡ３－２７７１３（漁船登録番号）、個人所有 

７.０９ｍ（Lr）×２.２０ｍ×０.７８ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、漁船法馬力数２５、平成３年６月２０日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 女性 ６０歳 

   六級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 昭和６２年１２月２５日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成１９年３月２８日 

    免状有効期間満了日 平成２４年１２月２４日 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ７１歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免許登録日 昭和５９年３月２日 

免許証交付日 平成２０年９月１日 

        （平成２６年３月１日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 右舷船首部のペイント剥離 

Ｂ 左舷船首部に亀裂及び防舷材剥離 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａ及び機関長Ａが乗り組み、備讃瀬戸東航路中央第１号灯

浮標付近を北進中、霧により急に視界が悪くなったので、周囲の様子を確

認しながら航行と漂泊を繰り返した。 

Ａ船は、船長Ａがレーダーの見張りに就き、機関長Ａが操舵して局島南

西岸沖に至ったとき、１.５海里（Ｍ）レンジとしたレーダーで玉野市井
い

島

西岸沖に南西進する船舶を認めたので、同船の通過を確認したのち、局島

の約１.２Ｍ北東方の井島南西岸沖で錨泊することとした。 
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船長Ａは、航行を再開し、より早い段階で反航する他船を探知するた

め、レーダーのレンジを２Ｍに切り替え、手動で霧中信号を吹鳴しなが

ら、局島に沿って約５ノット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で手動

操舵により北東進した。 

Ａ船は、井島北西岸沖から南西進する船舶とできるだけ接近しないよう

にするため、ふだんよりは局島北岸に近づいて航行していたところ、平成

２３年６月１０日０７時３５分ごろ、讃岐寺島灯台から真方位０６８°

１,９５０ｍ付近において、その右舷船首部とＢ船の左舷船首部とが衝突し

た。 

船長Ａは、直ちに海上保安庁に通報した。 

Ｂ船は、船長Ｂ及び甲板員Ｂが乗り組み、局島北岸沖において、機関を

微速力前進とし、手動操舵により約１kn の速力で北西進しながらたこつぼ

なわ漁を行っていた。 

船長Ｂは、霧により視界が制限される状況下、航行中の船舶がレーダー

でＢ船を探知して避けてくれるものと思い、船首左舷側に装備した巻揚げ

機の前で左舷方を向き、揚縄作業を行っていたところ、Ａ船と衝突した。 

 気象・海象  気象：天気 霧、風 なし、視程 約２０～５０ｍ 

海象：潮汐 下げ潮の初期、潮流 約１knの北東流 

香川県坂出市及び直島町には、６月１０日０２時３０分に濃霧注意報が

発表された。 

その他の事項 Ａ船は、レーダーを２台装備し、本事故当時は、うち１台を使用してい

た。 

Ａ船は、前部マスト灯、左舷灯、右舷灯及び船尾灯を点灯していた。 

船長Ｂは、Ａ船の汽笛音を聞かなかった。 

Ｂ船は、船首マスト灯、左舷灯、右舷灯、船尾灯及び黄色の回転灯を点

灯していたが、レーダー及び汽笛は装備していなかった。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

あり 

Ａ船は、霧により視界制限状態となった局島北

岸沖を北東進中、船長Ａが、レンジを拡大するな

どのレーダーによる適切な見張りを行っていなか

ったことから、右舷側から接近するＢ船に気付か

ずに航行し、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

Ｂ船は、霧により視界制限状態となった局島北

岸沖で操業中、船長Ｂが、航行中の船舶がレーダ

ーでＢ船を探知して避けてくれるものと思い、見

張りを行っていなかったことから、Ａ船と衝突し

たものと考えられる。 

原因 本事故は、霧により視界制限状態となった局島北岸沖において、Ａ船が

北東進中、Ｂ船が操業中、船長Ａが適切な見張りを行わず、また、船長Ｂ

が見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したも

のと考えられる。 

参考 本事故後、Ａ船は、装備されているレーダー２台のうち１台を１.５Ｍレ

ンジ、他の１台を０.２５～０.５Ｍレンジとし、共にオフセンターとして
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視界制限時に使用することとした。 

本事故後、Ｂ船は、電子ホーンを備え付けた。 

 




